
 

議案第６４号 

 

市川市介護保険条例の一部改正について 

 

市川市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成３０年２月２６日提出 

市川市長職務代理者 

市川市副市長  佐 藤  尚 美 

 

 

 

市川市条例第  号 

市川市介護保険条例の一部を改正する条例 

市川市介護保険条例（平成１２年条例第１０号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成

３２年度まで」に改め、同条第１号中「２８,６２０円」を「３０,０６０円」

に改め、同条第２号中「３８,２２０円」を「４０,０８０円」に改め、同条第

３ 号 中 「 ４ １ ,４ ０ ０ 円 」 を 「 ４ ３ ,４ ４ ０ 円 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 号 中      

「５０,９４０円」を「５３,４６０円」に改め、同条第５号中「６３,７２０円」

を「６６,８４０円」に改め、同条第６号中「７０,０８０円」を「７３,５００

円」に改め、同号ア中「同じ。）」の次に「（租税特別措置法（昭和３２年法律第

２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項又は第  

３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第３８条第４項

に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この条において同じ。）」

を加え、同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ又は第１６号イ」に改

め、同条第７号中「７９,６２０円」を「８３,５２０円」に改め、同号イ中「又



 

は第１５号イ」を「、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同条第８号中    

「９５,５８０円」を「１００,２６０円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」

を「、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同条第９号中「１０１,９４０円」

を「１０６,９２０円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ

又 は 第 １ ６ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ０ 号 中 「 １ ０ ８ , ３ ０ ０ 円 」 を       

「１１３,５８０円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ又

は 第 １ ６ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ １ 号 中 「 １ ２ １ , ０ ２ ０ 円 」 を       

「１２６,９６０円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ又

は 第 １ ６ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ２ 号 中 「 １ ２ ７ , ４ ４ ０ 円 」 を       

「１３３,６８０円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ又

は 第 １ ６ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ３ 号 中 「 １ ３ ３ , ８ ０ ０ 円 」 を       

「１４０,３４０円」に改め、同号イ中「又は第１５号イ」を「、第１５号イ又

は 第 １ ６ 号 イ 」 に 改 め 、 同 条 第 １ ４ 号 中 「 １ ４ ０ , １ ６ ０ 円 」 を       

「１４７,０００円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ又は第１６

号イ」に改め、同条第１５号中「１４６,５２０円」を「１５３,７２０円」に

改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「又は次号イ」を加え、同条第１６号

中「１５２,８８０円」を「１６７,１００円」に改め、同号を同条第１７号と

し、同条第１５号の次に次の１号を加える。 

⒃ 次のいずれかに該当する者 １６０,３８０円 

ア 合計所得金額が１,０００万円以上１,５００万円未満である者であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分

による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第

３９条第１項第１号イ（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第５条第３項中「若しくは第１５号イ」を「、第１５号イ若しくは第１６号

イ」に、「第１５号まで」を「第１６号まで」に改める。 

第１８条第３項中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

附則第２条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０



 

年度から平成３２年度まで」に改め、同条中「平成２７年度から平成２９年度

まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「２５,４４０円」を    

「２６,７００円」に改める。 

附則第３条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」

を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条及び第５条並びに附則第２条及び第３条の規定は、平成 

３０年度以後の年度分の保険料について適用し、平成２９年度分までの保険

料については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日前にした行為に対する過料の規定の適用については、

なお従前の例による。 



 

理  由 

 

介護保険法に基づき平成３０年度から平成３２年度までの各年度の保険

料率を定めるとともに、同法の改正を踏まえ資格に関する文書の提出命令に

従わない被保険者等に科する過料の対象を拡大する必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 


